
達成

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

達成指標個数 6 6 0 0 0

達成度 75.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0%

施策指標数 8 8 8 8 8

施策13-1 交通安全・防犯意識の高揚

目標値 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

年34台 年41台

達成 達成

施策13-2 交通安全・防犯施設の整備

目標値 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

実施 実施

達成 達成

年24基 年32基

達成 達成

年14基 年12基

達成 達成

実施 実施

達成 達成

施策13-3 地域の交通安全・防犯活動の支援

目標値 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

０台 2台

未達成 未達成

基本目標３　みんなで“守る”　～思いやりのある安全・安心なまちづくり～
令和６年度評価シート

施策13　交通安全・防犯
【該当計画書】60～61ページ

【担当課】防災安全課、土木農政課

交通安全・防犯に関する啓発教室の開催や交通・防犯指導員による指導を通して、町民一人

ひとりの交通安全と防犯に対する意識の高揚やモラルの向上を図ります。また、駅周辺の放

置自転車対策も推進します。

自転車乗車用ヘルメット着用促進事業として購入の経費を補助し、意識の向上を図ります。

主

な

事

業

○交通安全運動期間に街頭指導啓発、シートベルト・チャイルドシート関

所、一斉大監視を実施し交通事故の削減を図りました。

○放置自転車対策として、放置自転車の撤去を２8回41台実施しました。

○交通・防犯指導員４名により、登下校の交通安全防犯指導を実施しまし

た。

○自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金により、282人に補助を実

施しました。

○住宅対象侵入盗防犯対策補助金により、201人に補助を実施しました。

○特殊詐欺防止用電話機器購入補助金により、80人に補助を実施しまし

た。
放置自転車撤去台数 年50台以下

事故が多発する地点や地域住民から強く要望のある箇所では、交通安全施設や防犯施設の設

置を進めます。

小中学生の通学時の安全の確保に向け、扶桑町通学路安全推進プログラムに基づき、関係機

関と連携し通学路の安全性の向上を図ります。

住宅侵入盗防犯対策補助・特殊詐欺防止用電話機器購入補助を行い防犯設備の設置を促しま

す。また、カーボンニュートラルの観点から道路照明灯、街路灯のLED化を推進していきま

す。 主

な

事

業

○交通安全施設等設置要望に対して、犬山警察署に要望を実

施しました。

○防犯対策として、道路照明灯（2基）のＬＥＤ化及び街路灯

（32基）を設置しました。

〇交差点等の事故防止対策として、カーブミラー（12基）を

設置しました。

〇通学路の安全確保に向け、カラー塗装による整備を行いま

した。

住民からの交通安全施設等設置要望を県警察署

へ提出
実施

街路灯（LED）の設置 年20基以上

カーブミラーの設置 年10基以上

通学路合同点検結果を踏まえた修繕工事 実施

各地域で自主的な活動を行う防犯パトロール隊やスクールガード、交通少年団などへの情報

や啓発資材の提供を行い、地域と行政、警察の協力による地域ぐるみの交通安全・防犯活動

を推進します。

主

な

事

業

○地域の防犯パトロール隊と一斉合同防犯パトロールを実施

し、街頭犯罪の防止を図りました。

○自主防犯パトロール団体に、帽子、ベスト、拍子木などの

啓発資材を配布しました。

○地域における犯罪の抑止を目的として自主防犯活動に青色

回転灯装備自動車を活用している団体に交付金を交付しまし

た。
地区が新たに設置する防犯カメラの補助台数

令和５～９年

の５年で５台



施策13-4 交通安全・防犯情報の提供

目標値 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

5,881人 5,719人

未達成 未達成

２カ所新設 7年度設置予定

達成 達成

防災行政無線やひまわりあんしん情報メールを活用し、交通安全・防犯に関する情報の即時

提供を行います。また、保育園や小中学校から配信するメールにより、不審者等に関する情

報の即時提供を行います。

町内主要交差点に防犯カメラを設置します。
主

な

事

業

○防災行政無線、ひまわりあんしん情報メールを活用し、犯

罪、不審者、特殊詐欺の情報提供を行い被害の軽減を図りま

した。

○防犯カメラの維持管理に努め、犯罪の抑止を図りました。ひまわりあんしん情報メール（交通安全・防

犯）の登録者数
6,500人

主要交差点への防犯カメラ設置
２年毎に２か

所


